
る
。
而
し
て
自
立
と
復
興
と
を
同
時
に
達
成
し
、
な
お
将
来
の
発
鼠
の
紫
地
を
固
め
つ
つ
あ

る
。
通
貨
改
革
後
動
乱
プ
l
ム
の
危
機
を
乗
り
切
っ
て
今
や
通
貨
の
自
由
突
換
性
回
復
を
首
唱

す
る
ま
で
の
著
実
な
発
展
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に
奇
蹟
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
し
か

し
そ
の
基
本
的
な
動
因
と
し
て
通
貨
価
値
の
安
定
と
企
業
資
本
の
維
持
に
対
す
る
切
実
沿
認
識

が
働
い
て
い
る
と
と
を
見
逃
し
得
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
現
実
に
政
府
の
果
敢
な
施

策

室

み
、

こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
協
力
を
実
現
せ
し
め
る
基
盤
を
造
っ
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

-、、。

-
T
H

、h
vこ

れ
に
対
し
て
我
国
経
演
の
再
建
は
量
的
な
膨
脹
こ
そ
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
所
詮
国
際
収
支
尻
の
逆
調
と
資
本
の
喰
い
演
し
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
我
国
経
済
に
と
っ
て
も
全
ぐ
希
望
が
関
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

昨
秋
来
の
金
融
引
締
め
政
策
は
一
年
間
に
し
て
相
当
の
成
果
を
挙
げ
た
。
一
般
に
閣
際
収
支

民
の
動
向
従
っ
て
ま
た
通
貨
価
値
の
安
定
に
対
し
て
は
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
市
し
て
国
際
収
支
尻
は
兎
も
角
も
六
月
以
来
毎
月
受
紐
を
累
積
し
て
い
る
。
我
国
は
西
独

経
済
と
略
ぽ
時
を
同
じ
〈
し
て
再
建
の
ス
タ
ー
ト
に
つ
い
て
こ
の
方
経
済
の
正
常
化
に
関
し
て

は
数
年
聞
の
時
を
空
費
し
た
に
等
し
い
。
し
か
し
今
や
西
独
経
済
が
一
九
五

O
年
か
ら
五
一
年

に
か
け
て
行
っ
た
務
力
と
そ
れ
に
伴
う
苦
痛
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
。
更
に
丙
独
経
済
の
先
例
に

反
省
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
が
現
在
享
受
し
つ
つ
あ
る
本
格
的
な
繁
栄
に

一
刻
も
早
ぐ
追
い
つ

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
の
途
は
通
貨
価
値
の
安
定
を
以
て
筋
を
過
す
こ
と
以
外
に
は
あ

り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
(
吉
田
)

安

定

価

値

計

算

に

就

い

て

金

融

安
定
価
値
計
算
に
就
い
て

刀
同
日

2

・5
・

什
町
耳

4
丹

L

.
t
・、

.

一
、
安
定
側
値
計
算
の
作
用

安
定
価
値
計
算
と
は
「
債
権
債
務
の
決
済
に
通
貨
価
値
下
落
の
程
度
を
計
量
し
て
債
権
債
務

の
表
面
金
額
に
加
算
し
て
快
請
す
る
」
方
法
を
云
う
。
強
度
の
イ
ン
フ
レ
l

ジ
ョ
ン
の
下
に
於

て
斯
る
決
済
方
法
が
民
間
に
自
然
に
発
生
す
る
こ
と
は
当
然
の
事
で
あ
る
が
、
之
を
政
府
又
は

中
央
銀
行
が
租
税
、
回
債
、
貸
出
、
預
金
等
に
適
用
す
る
と
と
に
依
り
、
貨
幣
減
価
の
計
量
を

公
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
即
ち
第
一
次
大
戦
後
の
ロ

シ
ヤ
及
び
ド
イ
ツ
、
今
次
大
戦
後
の
ハ
ン

ガ
リ
ー
等
は
其
例
で
あ
る
。

斯
〈
政
府
又
は
中
央
銀
行
が
安
定
価
値
計
算
を
採
用
す
る
場
合
最
も
考
慮
す
べ
き
点
は
、
そ

の
イ
ン
フ
レ
l
シ
ヲ
シ
に
及
す
影
響
で
あ
ろ
う
。
安
定
価
値
計
算
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
下
に

於
け
る
貨
幣
減
価
に
因
る
債
権
者
の
不
当
な
る
損
失
を
是
正
す
る
作
用
を
有
す
る
こ
と
は
論
を

侠
た
な
い
。
然
し
乍
ら
安
定
価
値
計
算
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
防
止
に
有
効
な
り
や
否
ゃ
に
就

て
は
次
に
述
ぷ
る
如
き
両
面
の
作
用
を
現
実
に
即
し
て
充
分
比
較
商
量
す
る
必
要
が
あ
る
。

イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
閉
止
す
る
作
用
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

附
預
金
に
木
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
依
り
、
預
金
者
は
貨
幣
減
価
に
因
る
損
失
よ
り
免
れ

得
る
か
ら
預
金
が
増
加
す
る
。

肘
貸
出
に
木
制
肢
を
採
用
す
る
こ
と
に
依
り
、
従
来
の
如
き
借
金
に
依
る
イ
ン
フ
レ
刺
得
を

期
待
し
得
な
い
か
ら
、
其
に
生
産
す
る
者
以
外
は
借
り
な
く
な
る
。

付
租
税
徴
収
に
本
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
依
り
歳
入
の
増
加
を
計
り
得
る
。

刷
新
規
国
債
に
木
制
度
な
採
用
す
る
こ
と
に
依
り
公
募
を
容
易
な
ら
し
め
得
る
。

一一一一一一



論

説
(
そ
の

ー、、J

金

同虫

之
に
反
し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
作
用
も
あ
る
。
即
ち

仙
川
政
府
又
は
中
央
銀
行
が
換
算
率
を
公
表
す
る
か
ら
、
比
較
的
押
え
ら
れ
て
居
た
賃
金
及
び

騰
貴
の
程
度
の
相
対
的
に
低
く
か
っ
た
物
の
価
格
が
此
換
算
率
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
引
上
げ
ら

れ
る
結
果
と
な
る
。

制
従
来
よ
り
金
利
負
担
(
貨
幣
減
価
の
補
棋
を
含
む
〉
が
大
と
な
る
が
、
之
が
賃
金
コ
ス
ト
と

し
て
物
価
に
加
盟
さ
れ
る
。

付
債
務
者
は
返
金
の
際
の
金
額
が
不
明
な
る
た
め
、
現
在
の
如
き
公
定
価
格
制
度
に
純
ら
れ

て
居
る
事
業
は
却
っ
て
資
金
の
融
過
を
受
け
る
こ
と
を
踏
踏
し
、
生
産
が
減
少
す
る
。
尚
之

を
救
済
せ
ん
と
す
る
に
は
価
格
差
補
給
金
を
給
付
す
る
こ
と
与
な
り
財
政
支
出
を
増
加
す
る

結
果
と
な
る
。

的
門
安
定
制
値
計
算
の
下
に
於
て
は
、
現
金
で
持
っ
て
居
る
こ
と
が
一
番
不
利
で
あ
る
か
ら
、

現
金
保
有
者
は
之
を
預
金
に
す
る
か
、
物
に
す
る
か
を
考
へ
る
で
あ
ろ
う
。
此
場
合
預
金
に

す
れ
ば
結
桝
で
あ
る
が
、
安
定
価
値
計
算
制
は
金
融
機
関
経
理
に
非
常
な
影
響
を
与
え
る
か

ら
、
金
融
機
閣
に
対
す
る
不
信
等
よ
り
退
陣
現
金
の
換
物
傾
向
を
生
ず
る
可
能
性
が
多
い
。

斯
〈
て
は
切
角
館
笥
に
眠
れ
る
現
金
を
活
動
せ
し
め
る
結
栄
と
な
る
。

制
貨
幣
制
値
の
下
結
は
貨
幣
的
資
産
者
に
対
す
る
不
当
な
犠
牲
の
強
制
で
あ
る
点
は
疑
を
容

れ
な
い
が
、
此
結
果
貨
幣
的
資
産
の
所
有
者
が
消
到
の
節
約
を
強
い
ら
れ
、
此
為
め
に
イ
シ

フ
レ
l

シ
ヲ
ン
が
若
干
阻
止
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
本
制
度
の
採
用
は
斯
る

歯
止
め
を
外
す
こ
と
L
な
る
。

以
上
安
定
価
値
計
掠
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
及
す
両
面
の
作
用
を
考
察
す
る
と

イ
ン

フ

レ
ー
シ
ョ
ン
防
止
対
策
と
し
て
木
制
度
を
採
問
す
べ
し
と
な
す
説
に
無
粂
件
で
償
成
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
仙
刊
に
安
定
価
他
計
算
自
休
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
背
景
と
し
て
発
ル
止
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
政
府
及
中
央
銀
行
が
公
然
採
用
す
る
こ
と
の
一
般
に
及
す
心
理
的
影
響

は
軽
視
し
柑
な
い
。
吏
に
前
述
の
如
〈
安
定
側
純
計
算
自
休
に
物
価
を
脂
質
せ
し
む
る
国
が
あ

り
、
一
度
此
而
が
強
〈
現
れ
ん
か
、
物
航
の
腕
貨
は
換
算
率
の
甚
大
を
粛
し
、
換
算
率
の
拡
大

は
又
物
仰
の
腕
貨
を
促
す
と
云
う
悪
循
環
を
生
ず
る
抑
制
れ
が
あ
る
。
本
制
度
の
採
用
に
慎
重
を

期
す
べ
し
と
た
す
所
以
は
拡
に
在
る
。
然
し
乍
ら
さ
り
と
て
イ
ン
フ
レ

l
ジ
ヲ
ン
が
悪
化
し
て

民
間
に
安
定
側
似
計
算
が
自
然
発
生
し
之
が
普
沼
化
し
た
る
場
合
本
制
度
の
採
用
を
踏
賭
せ
ば

一
三
四

間
財
政
支
出
が
激
増
す
る
に
拘
ら
ず
財
政
収
入
が
桶
加
し
な
い
。

料
借
手
は
貨
幣
価
値
の
誠
少
に
因
る
不
当
別
得
を
狙
っ
て
生
産
に
努
力
し
な
い
。

村

市

中

金

融
機
関
は
口
実
を
設
け
て
日
本
銀
行
の
安
い
資
金
を
引
出
す
こ
と
に
全
力
を
挙
げ

る。

判
預
金
は
減
少
し
、
国
債
の
公
募
は
困
難
と
な
る
。

M
W

資
金
は
金
融
機
関
に
集
ら
ず
、
閣
の
金
融
が
横
行
し
金
利
も
区
々
と
な
り
金
融
秩
序
は
混

乱
す
る
。

等
の
弊
容
を
生
ず
る
。
故
に
安
定
価
値
計
算
の
実
施
を
早
ま
っ
て
も
不
可
な
る
と
共
に
遅
れ
て

も
弊
害
が
あ
り
、
一

に
現
実
に
即
し
て
決
す
べ
き
も
の
と
云
う
他
は
な
い
が
、
我
国
の
現
状
に

於
て
本
問
題
を
如
何
に
取
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
に
就
い
て
次
に
考
察
す
る
。

=
、
安
定
価
値
計
算
実
施
に
関
す
る
諸
問
題

{イ)

実
施
の
時
間

前
大
戦
後
ド
イ
ツ
に
於
て
民
間
取
引
に
合
計
算
が
自
然
発
生
的
に
普
友
し
始
め
た
の
は
-

九
二
二
年
の
下
半
間
以
降
で
あ
る
が
、

同
年
六
月
末
を
戦
前
の
一

九

一
四
年
に
比
較
す
る
と

油
貨
は
五
十
倍
、
物
価
は
六
十
倍
で
あ
っ
た
。
更
に
政
府
が
組
税
に
金
計
算
合
適
用
し
た
の

が
一
九
=
一
一一
年
三
月
、
次
い
で
同
年
六
月
に
は
公
依
、
九
月
に
は
中
央
銀
行
た
る
ラ
イ
ヒ
ス

パ
ン
ク
の
ロ
ン
パ
ル
ド
貸
付
に
適
用
し
た
が
、
此
一
九
二
三
年
三
月
を
戦
前
の
一
九
一
四
年

に
比
較
す
る
と
通
貨
は
一

、
五
四

一
倍
、
物
価
は
問
、
八
八
八
倍
で
る
る
。
ハ

ン
ガ
リ
ー
が
租

税
ペ
ン
ゴ
を
採
用
し
た
の
は
一
九
四
六
年
一

月
で
あ
る
が
、
当
時
の
通
貨
は
戦
前
一
九
三
九

年
の
一
、
六
八
八
倍
と
云
わ
れ
る
。
更
に
前
大
戦
後
ロ
シ
ヤ
が
租
税
に
代
え
て
食
粗
の
徴
先

制
を
央
施
し
た
の
は

一
九
一
九
和
十
一
月
で
あ
る
が
、
之
合
戦
前
の

プ
丸
一

四
年
に
比
す
る
と

辿
貨
は
三
七
倍
、
物
価
は
一
六
四
倍
で
あ
り
、
「
戦
前
留
」
制
を
採
用
し
た
の
は
}
九
二
-
年

十

一
月
末
で
あ
っ
て
、
之
を
戦
前
に
比
較
す
る
と
迎
貨
三
、
九
七
四
倍
、
物
倒
九
五
、
五

O

O
舵
で
る
る
。
現
在
(
一
九
四
六
年
末
)
の
我
国
は
戦
前
〈
一
九
三
七
年
)
に
比
し
迎
貨
は
問
。

倍
、
東
京
卸
売
物
価
は
二

O
倍
で
あ
る
。
之
等
の
数
字
を
以
て
直
ち
に
安
定
価
値
計
算
採
用

の
時
則
に
非
ず
と
断
ず
る
は
尚
早
で
あ
る
が
一
応
の
参
考
た
る
を
失
わ
な
い
。
現
下
の
実
情

を
見
る
に
長
則
資
金
の
吸
収
は
益
々
困
難
と
な
り
、
民
聞
に
は
月
一
割
と
云
う
が
如
き
普
通

の
金
利
の
概
念
を
泡
し
た
高
利
子
が
拙
行
し
て
居
り
、
安
定
価
値
計
算
発
生
の
京
地
が
織
成



さ
れ
つ

L
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
現
に
去
る
一
月
十
八
日
公
布
せ
ら
れ
た
開
拓
者
資
金
融

通
法
は
、
政
府
の
融
通
貨
金
の
年
賦
支
払
に
当
り
米
価
を
基
準
と
す
る
安
定
価
値
計
算
を
採

用
し
て
居
る
。
然
し
乍
ら
是
等
を
以
て
政
府
又
は
中
央
銀
行
が
今
直
ち
に
全
面
的
に
安
定
価

値
計
算
を
採
用
す
る
条
件
が
熟
し
た
と
は
云
い
得
な
い
。
少
く
と
も
民
間
に
安
定
価
値
計
算

に
よ
る
償
縮
債
務
が
普
遍
化
し
、
給
与
又
は
慣
袋
物
資
の
公
定
価
格
が
ス
ラ
イ
デ
ン
グ
制
度

に
移
行
す
る
が
如
矛
時
期
を
待
っ
て
服
用
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
探
用
の
時
期
・
ぞ
早
ま
る
こ

と
は
、
本
制
度
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
促
進
面
の
み
を
強
く
現
わ
す
結
果
と
な
る
で
あ
ろ

A
J

。

(ロ)

四
税

イ
ン
フ
レ
進
行
過
程
に
於
て
は
歳
入
の
実
質
価
値
を
確
保
す
る
た
め
課
税
は
出
来
る
限

り
淑
泉
主
義
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
其
源
泉
課
税
が
不
能
の
場
合
は
予
算
課
税
を
原
則
と

し
、
課
税
額
決
定
よ
り
納
付
迄
の
聞
に
安
定
価
値
計
算
を
適
用
す
る
。

公

般

公
債
の
公
募
を
可
能
な
ら
し
む
る
た
め
新
劇
発
行
の
公
債
に
安
定
制
値
計
算
を
適
用
す

る
。
但
し
此
場
合
既
発
国
債
は
其
般
と
し
て
世
く
。

日

本

銀

行

新
規
の
預
金
、
貸
出
に
適
用
す
る
。

一

般

前
大
戦
後
の
ロ
シ
ヤ
に
於
て
は
一
般
民
間
の
償
権
債
務
の
決
済
に
安
定
価
値
計
算
を
適

用
す
べ
き
と
と
L
し
た
が
、
之
は
強
制
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
か
ら
自
然
に
委
ず
べ

き
で
あ
ろ
う
。

範
徴

換

算

率

同
本
銀
行
文
は
経
済
安
定
本
部
に
委
員
会
を
設
け
左
の
諸
項
目
を
基
準
と
し
て
換
算
半
金

決
定
し
公
表
す
る
。
換
算
率
の
改
訂
は
当
初
は
月
一
固
と
し
情
勢
の
変
化
に
従
い
其
期
間
を

短
縮
す
る
。

銀
行
券
発
行
高

国
民
生
活
に
関
係
あ
る
重
要
商
品
(
例
え
ば
米
、

(1¥) 

調
味
料
、

タ
バ
コ
、

酒
)
の
実
際
価
格

新
憲
法
と
過
し
貨
金
融
非
常
措
置

厚
生
省
の
生
計
費
指
数
の
推
移

日
本
銀
行
の
実
際
物
価
指
数
の
舵
移

金
の
自
由
市
場
を
設
け
其
価
格

以
上
の
知
く
し
て
安
定
価
値
計
算
が
採
用
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
自
体
に
イ
ジ
フ
レ
l
シ
ヨ

γ

陥
止
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
財
政
其
他
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
棋
源
が
除
去
せ
ら
れ

ざ
る
限
り
、

イ
ン
フ
レ
E
シ
ヲ
ン
悪
化
の
大
勢
は
改
ま
る
所
な
〈
、
換
算
率
ほ
一

路
昂
臓
を
続

け
、
遂
に
は
額
面
の
知
何
を
間
わ
ず
円
貨
其
物
を
拒
否
す
る
傾
向
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
安
定
価
値
計
算
を
政
府
及
び
中
央
銀
行
が
採
る
こ
と
は
、
望
ま
し
き
現
象
と
は
云
い
難
い

が
、
採
用
す
べ
会
場
合
に
は
路
陪
す
る
こ
と
な
く
之
を
採
り
其
の
よ
会
作
用
を
全
面
的
に
活
か

す
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
。
(
関
根
)

新
憲
法
と
通
貨
金
融
非
常
措
置

昭
和
辺

・
5
・
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昨
年
三
月
十
七
日
公
布
さ
れ
た
金
融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
、
臨
時
財
産
調
査

令
は
旧
憲
法
第
八
条
に
基
〈
緊
急
勅
令
で
あ
る
。
旧
憲
法
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
「
天
皇
ハ
公
共

ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
過
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
国
議
会
開
会
ノ
場
合
エ

於
テ
法
律
エ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
発
ス
」
る
こ
と
L
な
っ
て
お
り
「
此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
会
期
二
於
テ

務
副
議
会
ニ
提
出
ス
ヘ
」
く
、
「
若
識
会
エ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
将
来
ニ
向
テ
其
ノ

効
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
へ
」
き
胃
定
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
枢
密
院
官
制
及
事
務
規
程
に

は
緊
急
勅
令
を
発
す
る
に
は
極
密
院
に
諮
詞
せ
ら
る
‘
ふ
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

通
貨
金
融
に
関
す
る
措
置
は
そ
の
与
え
る
影
響
広
汎
、
深
刻
、
微
妙
で
あ
り
、
時
機
を
巧
に
と

ら
え
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
事
前
に
外
部
に
そ
の
内
容
が
洩
れ
る
こ
と

は
そ
の
効
果
を
減
殺
す
る
こ
と
著
し
い
の
を
指
と
す
る
。
従
っ
て
議
会
の
開
会
を
待
っ
て
そ
の

協
賛
を
得
る
こ
と
は
機
会
を
逸
す
る
恐
れ
あ
る
場
合
紗
〈
な
く
、
又
議
会
で
論
議
さ
れ
る
間
に

対
抗
手
段
が
誹
ぜ
ら
れ
る
こ
と
必
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
金
融
緊
急
措
置
令
公
布
当
時
の
事

情
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
若
し
同
令
が
緊
急
勅
令
の
方
法
に
よ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

二
=
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